
   

26 日 獣 発 第 136 号 

平成 26 年 8 月 13 日 

 

地方獣医師会会長 各 位 

 

公益社団法人 日本獣医師会 

会 長  藏 内 勇 夫 

(公印及び契印の押印は省略) 

 

鶏に使用するフルオロキノロン製剤のリスク管理措置について（通知） 
 

このことについて、平成 26 年 8月 4日付け 26消安第 2313号をもって、農林水産

省消費・安全局畜水産安全管理課長から別添のとおり通知がありました。貴会関係者

に周知方よろしくお願いいたします。 

このたびの通知は、鶏に使用するフルオロキノロン製剤について、昨年 11 月、食品

安全委員会がリスク評価を行い、ハザードとして特定されたサルモネラ、カンピロバ

クター及び大腸菌の薬剤耐性菌のリスクの推定区分は中程度と判断され、カンピロバ

クターについては、鶏にフルオロキノロン製剤を投与すると耐性菌が速やかに選択さ

れる可能性が高いことが指摘されたことから、鶏に使用するフルオロキノロン製剤に

ついては、その使用によってフルオロキノロン耐性カンピロバクターが選択されるリ

スクを低減させるため、慎重使用をより一層徹底するよう、別添にある取組の徹底に

ついて、本会会員に獣医師や生産者をはじめとする関係者に対する指導を依頼された

ものです。 

本件内容の問合せ先 

公益社団法人 

日本獣医師会：事業担当 笹川 

TEL  03－3475－1601 
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